
2015年1月から、相続税の課税範囲が拡大します。
「相続税なんて関係ない」…そう思っていた方も、これからは対象となる可能性があります。

しかし、ご遺志を活かしながら、相続税を抑える方法もあります。
子ども、多文化共生、環境保護、・・・

社会に対して貢献したいお気持ちがあれば、そういった活動にご遺志を託すことで、
税控除が認められることがあるのです。

このセミナーでは、税務と社会貢献の専門家が、
遺贈や相続にまつわる最新情報をお伝えするとともに、さまざまな疑問にお答えします。
多様な社会状況が同居する都市：新宿ならではの意志の活かし方も、ご提案します。

本当に納得できる相続を実現するために。
この機会に是非、足をお運びください。

【日時】　

【講演】　【講談】　

【場所】　

【定員】
電話： 03-5941-7948 （月～金曜日（祝日を除く）10時～午後5時）
Fax： 03-3200-9250　eメール:  info@machi-pot.org

【主催】　認定ＮＰＯ法人 まちぽっと（ソーシャル・ジャスティス基金/草の根市民基金・ぐらん）
【協力】　認定ＮＰＯ法人 高木仁三郎市民科学基金／公益社団法人 難民起業サポートファンド
【後援】　新宿区／新宿区社会福祉協議会／一般社団法人新宿ＮＰＯネットワーク協議会

平成25年1月25日（土） 午後 2：00 ～ 4：00
戸塚地域センター 
新宿区高田馬場2丁目18番1号

50名（先着順）

　

500円【参加費】

【お申込み】　電話・ファックス・メールのいずれかで「認定ＮＰＯまちぽっと」まで
お申し込みください。（当日参加も可。）

認定ＮＰＯまちぽっとJR山手線・西武新宿線 高田馬場駅「早稲田口」徒歩3分
東京メトロ東西線 高田馬場駅「2番出口」徒歩10分

自分には関係ない、そう思っていませんか？
相続税の基準が、まもなく変わります。

「相続・遺贈最新情報と、
税控除で資産を社会に
活かす方法」

早坂 毅
（はやさか たけし）
税理士・行政書士

「カミサマの帰るところ」
－講談で知る社会貢献
のひとつのかたち

神田 織音
（かんだ おりね）
講談師

新宿区協働推進基金 NPO活動資金助成事業

1
25 (土)

於  戸塚地域センター

人と社会が本当に納得できる

相 続 セ ミナー
&市民ファンド講談

※専門家による個別無料相談あり（先着順5名様まで）



【講演】　

【講談】　

電話： 03-5941-7948 （月～金曜日（祝日を除く）10時～午後5時）
Fax： 03-3200-9250　eメール:  info@machi-pot.org
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-19-13 ASKビル501

【お申込み】　電話・ファックス・メールのいずれかで「認定ＮＰＯまちぽっと」までお申し込みください。
認定ＮＰＯまちぽっと

早坂 毅 （はやさか たけし）

早坂毅税理士・行政書士事務所 所長

長年にわたりの非営利法人の税務・会計に
携わり、公益のための遺贈・相続に関する講
演多数。NPO法人の設立申請、認定申請、公
益認定申請、公益法人の会計、税務、設立等
も手掛ける。

人と社会が
本当に納得できる

【当日の内容（予定）】
・講談　「カミサマの帰るところ」 －講談で知る
　　　　社会貢献のひとつのかたち（予定）
　　　   

・講演　「相続・遺贈最新情報と、税控除で資産を
　　　　社会に活かす方法」
　　　   

・活動紹介　「海外にルーツを持つ子へ、
　　　　　　20年学習支援を続ける団体」
　　   

・専門家による個別相談（先着順、5名様まで）

新宿区
協働推進基金
 NPO活動
資金助成事業

自分には関係ない、そう思っていませんか？
相続税の基準が、まもなく変わります。

神田 織音 （かんだおりね）
芸歴 高校時代から芝居の勉強を始める。
その後約十年芝居に携わる。
1999年に神田香織に入門し、2003年に二
ツ目昇進（芸名神田織音）。2010年から
2013年にかけて、NHKラジオ「日曜バラエ
ティー」レギュラー出演。2011年真打昇進。
2006年には成年後見講談を発表し、2013
年には遺言・相続講談を発表するなど、社
会的なテーマにも知見が深い。

認定NPOまちぽっとでは、このセミナー以外にも、市民社会の形成を目指して、市民ファンドの運営など、さまざまな事業を
行っています。詳しくは、ホームページhttp://machi-pot.org/をご覧いただくか、お問い合わせください。

相続セミナー
2015年1月に相続税の課税範囲が拡大し、これまでに比べて多くの方が対象とな
ります。そのときに備え、社会に資産を活かしながらできる対策を考えませんか？
講談師 神田織音さんによる新作講談を通して、私たちにできる社会貢献の方法
も学べます！ そして海外にルーツを持つ子どもへの支援を行っているNPOの方を
ゲストにお迎えして、日々の活動の中でのさまざまな思いを話していただきます。
税理士の講演を交え、遺贈や相続財産が地域や社会に活かされる未来を、ご一緒
に覗いてみたいと思います。（個別相談も受け付けています。）

NPOの現場、そして市民ファンドとは
事例をもとに、市民ファンドによって
支えられる社会貢献活動の現場を
お伝えします。

講談師 神田織音さんによる新作講談

CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会

* ご希望の方は、参加申し込みの際に
事前にお申し出下さい。

&市民ファンド講談


